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令和４年第５回多賀城市教育委員会定例会議事録 

１ 会議の年月日 令和４年５月２５日（水） 

２ 招集場所   市役所５階５０１会議室

３ 出席委員等  教育長 麻生川 敦   委 員 菊池 すみ子 

委 員 林 幹字    委 員 小野 聡子 

４ 欠席委員   委 員 渡 奈奈子  

５ 説明のため出席した事務局職員 

教育部長        佐藤 良彦 

次長兼教育総務課長   中野 裕夫 

理事兼学校教育監    佐藤 英樹 

生涯学習課長      水越 森蔵 

文化財課長       内海 年一 

参事兼教育総務課長補佐 松田 直樹 

６ 傍 聴 人  なし 

７ 記 録 係  教育総務課副主幹    佐々木多恵子 

８ 開会の時刻  午後３時 

９ 議事日程 

日程第１  前回議事録の承認について 

日程第２  議事録署名委員の指名について 

日程第３  諸般の報告 

事務事業等の報告

日程第４  議事 

議案第１２号  多賀城市社会教育委員の人事について

議案第１３号  多賀城市スポーツ推進審議会の人事につい

     て

議案第１４号  多賀城市立図書館運営審議会の人事につい

        て

日程第５  その他 
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教育長 

ただ今の出席者は４名であります。定足数に達しておりますので、これより

令和４年第５回教育委員会定例会を開会いたします。 

日程第１ 前回議事録の承認について

教育長 

はじめに、令和４年第４回定例会の議事録について、承認を求めます。

議事録については、事前にお配りしておりますので、本日は朗読を省略いた

します。

前回定例会の議事録について承認を求めますが、御異議ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

教育長

異議がないものと認め、前回定例会の議事録については、承認されました。

日程第２ 議事録署名委員の指名について

教育長 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において、林委

員、小野委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について 

事務事業等の報告

教育長 

これより本会議に入ります。 

はじめに、事務事業等の報告をいたします。報告については、事務局職員に

朗読させますので、よろしくお願いいたします。教育部長。 

教育部長

それでは諸般の報告を申し上げます。資料の１ページをお願いします。 

令和４年第４回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の

状況は、次のとおりです。 
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教育総務課関係ですが、５月１日現在の児童生徒数並びに学級数は、小学校

が男子１，７６５名、女子１，６３８名の計３，４０３名で、１３３学級、中

学校は、男子７８１名、女子７４３名の計１，５２４名で、５７学級となって

います。 

小中学校の合計では、男子２，５４６名、女子２，３８１名の計４，９２７

名で１９０学級となり、昨年と比較しますと、小学校で７１名の増、中学校で

１０１名の減となっています。学級数では、小学校が４学級の増、中学校は学

級の増減なしとなっています。 

５月１２日、「二市三町教育長会会議」を多賀城市役所で開催し、教育長が

出席しました。 

５月１６日、「仙台管内教育委員会協議会役員会」が名取市で開催され、教

育長が出席しました。 

５月１７日、「宮城県市町村教育委員会協議会役員会」が岩沼市で開催さ

れ、教育長が出席しました。 

小中学校の運動会、体育参観及び体育祭の開催状況ですが、５月１７日に東

豊中学校、５月２１日に多賀城小学校、多賀城東小学校、天真小学校、城南小

学校及び多賀城八幡小学校、５月２４日及び２６日に山王小学校で、開催しま

した。今後、９月３日に第二中学校で開催する予定です。 

中学校の修学旅行につきましては、４月２１日から２２日まで東豊中学校、

５月９日から１１日まで多賀城中学校、５月１８日から２０日まで第二中学校

がそれぞれ東京・千葉方面又は北海道（函館）方面へ出かけ、無事終了してお

ります。高崎中学校は、１０月１７日から１８日までを予定しています。 

 前回定例会以降の新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状

況は、別表のとおりです。 

生涯学習課関係ですが、４月２７日、幅広い層の地域住民、団体等が参画

し、緩やかなネットワークを形成しながら、地域と学校が連携・協働して地域

全体で子どもたちの成長を支えていくことを目的に設置する「地域学校協働本

部」の第１回会議を開催しました。今年度の運営等について意見交換が行われ

ました。 

５月１９日、「令和４年度青少年健全育成多賀城市民会議」の第１回理事

会・総会を開催しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は、別表のとおりです。 

文化財課関係は、報告事項はありません。 

令和４年５月２５日提出、教育長名、以上で朗読を終わります。 



- 4 - 

教育長 

それでは、ただ今の報告について質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり） 

教育長

それでは質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します。 

日程第４ 議事

議案第１２号 多賀城市社会教育委員の人事について 

教育長 

次に、議案第１２号「多賀城市社会教育委員の人事について」を議題といたし

ます。 

内容につきましては、生涯学習課長から説明をいたします。生涯学習課長。 

生涯学習課長

それでは、「議案第１２号 多賀城市社会教育委員の人事について」を説明さ

せていただきます。 

５ページをお願いします。 

これは、同委員に１名の欠員が生じていたことから、条例の規定に基づき、学

校教育に精通する者として、高崎中学校長の島田拓氏を委員として委嘱すること

とするものです。 

なお、発令年月日は、本定例会後、速やかに委嘱することとし、令和４年６月

１日としております。 

６ページを御覧ください。表上部に記載しておりますが、現在の任期は、令和

３年６月１日から令和５年５月３１日までとなっております。 

新たに委嘱する委員の任期についてですが、資料の下の方に抜粋して記載し

ております多賀城市社会教育委員の設置に関する条例第３条第３項の規定によ

り、前任者の残任期間となりますので、発令の日からから令和５年５月３１日ま

でとなります。説明は以上です。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はありませんか。
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（「ありません」の声あり） 

教育長

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１２号について、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長

異議がないものと認め、議案第１２号について原案のとおり決定します。 

議案第１３号 多賀城市スポーツ推進審議会の人事について 

教育長 

次に、議案第１３号「多賀城市スポーツ推進審議会の人事について」を議題と

いたします。 

内容につきましては、生涯学習課長から説明をいたします。生涯学習課長。 

生涯学習課長

それでは、「議案第１３号 多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事につい

て」説明させていただきます。 

７ページをお願いします。 

これは、同委員に１名の欠員が生じていたことから、条例の規定に基づき、  

関係行政機関の職員として、東豊中学校長の三浦仁氏を委員として委嘱するこ

ととするものです。 

なお、発令年月日は、本定例会後、速やかに委嘱することとし、令和４年６

月１日としております。 

８ページを御覧ください。表上部に記載しておりますが、現在の任期は、令

和３年６月１日から令和５年５月３１日までとなっております。 

新たに委嘱する委員の任期についてですが、資料の下の方に抜粋して記載し

ております多賀城市スポーツ推進審議会条例第３条第３項の規定により、前任

者の残任期間となりますので、発令の日から令和５年５月３１日までとなりま

す。 

説明は以上です。 
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教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり） 

教育長

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１３号について、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長

異議がないものと認め、議案第１３号について原案のとおり決定します。 

議案第１４号 多賀城市立図書館運営審議会の人事について 

教育長 

次に、議案第１４号「多賀城市立図書館運営審議会の人事について」を議題と

いたします。 

内容につきましては、生涯学習課長から説明をいたします。生涯学習課長。 

生涯学習課長

それでは、「議案第１４号 多賀城市立図書館運営審議会の人事について」

説明させていただきます。 

資料の９ページを御覧願います。 

本案は、現在の図書館運営審議会委員の任期が、令和４年５月３１日をもっ

て満了となりますことから、新たに委員を委嘱するものです。 

議案関係資料で御説明しますので、次の１０ページを御覧願います。 

この審議会は、教育委員会の諮問に応じ、図書館の運営に関する事項につい

て調査審議するものです。 

資料の下の方に抜粋して記載しております多賀城市立図書館運営審議会条例

第３条１項の規定により定数は１０名以内とすること、同条第３項の規定によ

り任期は２年とすることを定めておりまして、同条第２項の第１号から第４号

までに掲げる「学校教育及び社会教育に関係する者」、「家庭教育の向上に資

する活動を行う者」、「学識経験のある者」、その他、「教育委員会が必要と

認める者」の区分から、上の表に記載の１０名を図書館運営審議会委員として
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委嘱することとするものです。 

表には、委嘱予定者の氏名、現職等、条例による位置付けを掲載しておりま

す。 

今回の委嘱予定の１０名のうち、項番２、多賀城中学校校長の中里和裕氏、

項番３、八幡小学校教諭の及川仁美氏、項番４、高崎中学校教諭の沢目匠氏の

３名が新任の委員でございます。項番３の及川氏につきましては、司書教諭と

なり、項番４の沢目氏につきましては図書館教育担当教諭となります。 

項番１の丸田浩之氏、項番５の村上秀典氏、項番６の五代儀良子氏、項番７

の千葉則敏氏、項番８の宮城裕子氏、項番９の佐々木優美氏、項番１０の渡辺

豊氏の７名につきましては再任となります。 

なお、任期につきましては、令和４年６月１日から令和６年５月３１日まで

となります。 

説明は以上です。 

教育長 

それでは、ただ今の説明について質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり） 

教育長

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１４号について、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長

異議がないものと認め、議案第１４号について原案のとおり決定します。 

日程第５ その他

教育長 

次に、日程第５その他に入ります。各委員等から特に議題としたい事項等が

ありましたらお願いします。学校教育監。

学校教育監 

多賀城市教育基本方針について、内容の一部変更について、御説明いたしま

す。本日お配りしております資料２ページを御覧ください。赤で示された部分
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です。１月の定例教育委員会で承認いただきました多賀城市教育基本方針につ

きまして、前回の教育委員会で報告いたしました多賀城市一般会計補正予算に

おいて学力向上マネジメント支援事業が３月に追加されたことを受けて、下段

(1)のイ 学びの質の向上に「宮城県学力向上マネジメント支援事業」を加えま

す。令和４年度は、県からの学力向上マネジメント支援事業の指導を受けなが

ら本市の確かな学力の向上を目指してまいります。 

教育長 

補正で入ったということで文言の追加となります。ただ今の説明に、御質問

はございますか。

（「ありません」の声あり） 

教育長 

その他、議題としたい事項はございますか。生涯学習課長。

生涯学習課長 

御報告でございます。３月１６日の地震で被害を受けておりました、総合体

育館、市民プールでございますが、市民プールは５月７日土曜日、総合体育館

の大体育室５月１４日土曜日にそれぞれ修繕等が終わりオープンしておりま

す。改修工事自体は続いておりますが、市民の皆様に影響の無い範囲で進めて

いくこととなります。 

文化センターは改修工事に入りまして、５月９日から大ホールと楽屋回りを

クローズして、今は小ホールと中央公民館部分で営業をしております。

教育長 

ただ今の説明に、御質問はございますか。

（「ありません」の声あり） 

教育長 

その他、議題としたい事項はございますか。

（「ありません」の声あり） 
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教育長 

それでは以上で、本日の日程をすべて終了いたします。 

これをもちまして、令和４年第５回教育委員会定例会を閉会いたします。 

午後３時１３分閉会 

この議事録の作成者は次のとおりである。 

教育総務課副主幹 佐々木多恵子

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 

令和４年６月２２日  

多賀城市教育委員会

教育長                 印

委 員                 印

委 員                 印


